
資格確認書、資格情報のお知らせに関する届出
届け出るとき 提出期限 申請書・添付書類など 申請先

　家族を扶養に入れるとき

　（出産・結婚など）

事由発生から

5日以内

　被扶養者異動届、被扶養者調書、

　扶養の事実を確認できる書類
P3（人事システム）

　家族が被扶養者に該当しなくなったとき

　（就職・離婚など）

事由発生から

5日以内

　被扶養者異動届

　被扶養者の保険証(令和6年12月1日以前に発行済の場合)、

　または資格確認書

　新たに加入した健保組合から発行された資格情報のお知らせのコピー

P3（人事システム）

　被保険者・被扶養者の氏名に変更があったとき
事由発生から

ただちに

　氏名変更届

　対象者の保険証(令和6年12月1日以前に発行済の場合)､

　または資格確認書

P3（人事システム）

　資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたり、

　破損したとき

事由発生から

ただちに

　資格確認書（再）交付申請書／資格情報のお知らせ再交付申請書

　※資格確認書を毀損したため資格確認書を再交付したい場合は毀損し

た資格確認書を添付

社労士

　高齢受給者証をなくしたり、破損したとき すみやかに 　高齢受給者証滅失・毀損、再交付申請書 P3（人事システム）

　退職や死亡により被保険者の資格を失うとき すみやかに

　保険証（被扶養者分も含む・令和6年12月1日以前に発行済の場合)、

　または資格確認書

　※退職日の翌日以降、当組合の健康保険はご利用できません。

P3（人事システム）

証明書発行に関する書類
届け出るとき 提出期限 申請書・添付書類など 申請先

　他機関から証明書を要求されたとき 随時

　証明書発行申請書、指定用紙がある場合は添付

　※喪失者・相続人・代理人が申請される場合は、

　　 「証明書発行申請書（喪失者・相続人・代理人用）」を提出

デクセリアルズ健保

　

任意継続に関する書類
届け出るとき 提出期限 申請書・添付書類など 申請先

　退職後、任意継続被保険者制度に加入するとき
資格喪失後

20日以内

　任意継続被保険者資格取得申請書

　※在職時と被扶養者に変更がある場合は被扶養者異動届も提出
デクセリアルズ健保

国民年金第3号に関する書類
届け出るとき 提出期限 申請書・添付書類など 申請先

　被保険者の20歳以上60歳未満の配偶者が

　国民年金第3号被保険者に加入するとき
ただちに 　国民年金第3号被保険者届 P3（人事システム）

　被保険者の20歳以上60歳未満の配偶者が

　国民年金第3号被保険者の該当でなくなるとき
ただちに 　国民年金第3号被保険者届 P3（人事システム）

給付に関する書類

届け出るとき 提出期限 申請書・添付書類など 申請先

提出不要
　直接支払制度を利用する場合は申請書不要

　自動で給付
提出不要

出産後、

すみやかに

　直接支払制度を利用しない場合

　出産育児一時金・付加金請求書に医師・助産婦の署名をもらう。

　添付書類は領収書の写し、直接支払制度を利用しない旨の合意

　文書の写し、出産証明書または母子手帳の写し

デクセリアルズ健保

出産予定日の

1～2ヵ月前まで

　受取代理制度を使用する場合

　出産育児一時金・付加金請求書（受取代理申請用）に出産する

　医療機関の証明をもらう。

　添付書類は母子手帳の出産予定日と氏名が確認できるページの写し

デクセリアルズ健保

　出産手当金
出産後、

すみやかに
　出産手当金請求書・出産手当付加金請求書に医師の証明をもらう 社労士

　傷病手当金
１ヵ月毎に、

すみやかに

　傷病手当金・傷病手当金付加金 延長傷病手当金付加金請求書

　に医師の証明をもらう
社労士

　療養費

　第二家族療養費
すみやかに

　療養費支給申請書に領収書の原本、医師の同意書または診断書の

　原本、診療明細書の原本などを添付
デクセリアルズ健保

　埋葬料(費)

　家族埋葬料
すみやかに

　埋葬料(費)・付加金請求書

　添付書類は、埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、除籍謄本、

　死体検案書のいずれか

事業所

社会保険担当

　移送費

　家族移送費

すみやかに

　※やむをえないときを除き

事前に健保の承認を

取ってください。

　移送費支給申請書

　※領収書を添付してください。
デクセリアルズ健保

　交通事故など、他人の行為により

　病気やけがをしたとき

事故発生後

すぐに

　医療費の公費負担を受けているとき すみやかに 　医療費助成制度該当・非該当（変更）届 デクセリアルズ健保

　医療費が高額になるとき すみやかに 　限度額適用認定証交付申請書 デクセリアルズ健保

<2024.12>

　出産育児一時金

　家族出産育児一時金

こんな時にはこんな届け出を

　交通事故などにあったら、

　まず、デクセリアルズ健保へご連絡ください。

＊給付は、毎月25日までに健保にて受付・支給決定した申請について、翌月給与（任意継続者は翌月月末）にて支給します。

　 なお、休業日に該当する場合は、それぞれの日付をその前日とさせていただきます。

＊証明書の発行は、健保にて受付後、稼動７日以内にお手元に届くように発行します。


